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事実の概要

　Ｘ（原告、控訴人）は、学校法人Ｙ（被告、被控訴人）
との間で有期雇用契約を締結し、Ｏ大学の基礎系
教室（診療科を持たない教室）の 1つで事務を担
当していた。基礎系教室の事務を担当する者には、
正職員、契約職員、アルバイト職員がいたが、Ｘ
はアルバイト職員であった。Ｘの有期雇用契約は、
初回は約 2か月で、その後は 1年契約が 3回締
結された。Ｘの所定労働時間は、正職員と同じで
あった。
　Ｙの事務系職員は、正職員、契約職員、アルバ
イト職員、嘱託職員の 4種類で、業務内容の難度
や責任は重い方から、正職員、嘱託職員、契約職員、
アルバイト職員の順であった。正職員には、Ｏ大
学就業規則及びＯ大学給与規則が適用され、アル
バイト職員にはＯ大学アルバイト職員就業内規が
適用されるものとされていた。事務系職員の賃金
は、正職員と契約職員が月給制、嘱託職員が月給
制または年俸制で、アルバイト職員は時給制であっ
た。賞与は正職員と契約職員には支給され、アル
バイト職員には支給されず、嘱託職員は支給され
る者とされない者がいた。Ｙには、アルバイト職
員から契約職員への登用試験、契約職員から正職
員への登用試験が存在した。Ｙにおいて雇用期間
を定めない職員は正職員のみであった。正職員と
契約職員はフルタイムであり、アルバイト職員に
ついてはフルタイムの者と短時間勤務者がいた。
　Ｘは有期雇用職員である自らの労働条件が、Ｙ
における無期雇用職員（正職員）の労働条件を下
回っており、労契法 20 条に違反するとして、差
額賃金等の支払い等を求めた。
　第一審（大阪地判平 30・1・24 労判 1175 号 5 頁）

は、労契法 20 条の趣旨を「労働協約や就業規則、
個別契約によって律せられる有期雇用労働者の労
働条件が、無期雇用労働者の労働条件に比して、
法的に否認すべき内容ないし程度で不公正に低い
ものであることを禁止する趣旨」と解したうえで、
Ｙの正職員とアルバイト職員との間の、職務の内
容や異動の範囲、賃金制度、就労実態の相違等か
ら、Ｘの主張する労働条件の相違は、いずれも不
合理な労働条件の相違とまでは認められないとし
て、Ｘの主張を斥けた。そこでＸが控訴した。

判決の要旨

　１　労働条件の相違を判断するにあたっての
　　　比較対象者
　「Ｘと正職員との労働条件の相違が不合理か否
かを判断するために比較対照すべき無期契約労働
者は、Ｙの正職員全体であり、かつ、Ｘの労働条
件はアルバイト職員就業内規に定められていると
ころにより、他の規程が適用されるものではない
と判断する」。
　労契法 20 条の規定からも、比較対象となる無
期契約労働者は、「同一の使用者と同一の労働条
件の下で期間の定めのない労働契約を締結してい
る労働者全体と解すべきである」。
　２　賃金（基本給）について
　「職務、責任、異動可能性、採用に際し求めら
れる能力に大きな相違があること、賃金の性格も
異なることを踏まえると、正職員とアルバイト職
員で賃金水準に一定の相違が生ずることも不合理
とはいえないというべきである」。
　３　賞与について
　「賞与は、月例賃金とは別に支給される一時金
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であり、労務の対価の後払い、功労報償、生活費
の補助、労働者の意欲向上等といった多様な趣旨
を含み得るものである」。
　Ｙにおける正職員に対する賞与は、旧来から通
年で概ね基本給の 4.6 か月分（平成 26 年度は夏期
が 2.1 か月分＋ 2万 3,000 円、冬期が 2.5 か月分＋ 2
万 4,000 円）であった。賞与の支給額は基本給に
のみ連動し、年齢や成績、Ｙの業績には一切連動
していない。「このような支給額の決定を踏まえ
ると、Ｙにおける賞与は、正職員としてＹに在籍
していたということ、すなわち、賞与算定期間に
就労していたことそれ自体に対する対価としての
性質を有するものというほかない。そして、そこ
には、賞与算定期間における一律の功労の趣旨も
含まれるとみるのが相当である」。「Ｙにおける賞
与が、正職員として賞与算定期間に在籍し、就労
していたことそれ自体に対する対価としての性質
を有する以上、同様にＹに在籍し、就労していた
アルバイト職員、とりわけフルタイムのアルバイ
ト職員に対し、額の多寡はあるにせよ、全く支給
しないとすることには、合理的な理由を見出すこ
とが困難であり、不合理というしかない」。「賞与
に関していえば、同じ有期契約労働者の契約職員
に一定の支給があることは、アルバイト職員には
全く支給がないことの不合理性を際立たせる」。
　「フルタイムのアルバイト職員とはいえ、その
職員に対する賞与の額を正職員に対すると同額と
しなければ不合理であるとまではいうことができ
ない」。「正職員全体のうち平成 25 年 4 月 1 日付
けで採用された者と比較対照し、その者の賞与の
支給基準の 60％を下回る支給しかしない場合は
不合理な相違に至るものというべきである」。

判例の解説

　一　本判決の位置づけ
　労契法 20 条に関する裁判例が急速に蓄積して
いる。本判決は１）、労契法 20 条に関する最高裁
二判決（ハマキョウレックス事件・最二小判平 30・
6・1 民集 72 巻 2 号 88 頁、長澤運輸事件・最二小判
平 30・6・1 民集 72 巻 2 号 202 頁）より後の判決
であるが、第一審判決は最高裁二判決の前であっ
た。本判決は第一審から判断を変更しており、最
高裁二判決の影響を受けた判決として位置づけら
れる。

　本判決は、賞与や夏期特別休暇、私傷病中の賃
金等の不合理性を肯定した点に事案としての特徴
があるが、とくに賞与の不支給の合理性を肯定し
た点で、先例として位置づけられる。なお、労契
法 20 条は令和 2年 4月 1日をもって労契法から
削除されるが、同日に施行されるパートタイム・
有期労働法 8条に基本的内容が引き継がれるの
で、本判決は同条に関する先例として参照されう
る。改正に際し、同一労働同一賃金ガイドライン
（「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する
不合理な待遇の禁止等に関する指針」（平成 30 厚労
告 430 号））が公表されている。ガイドラインは
改正法施行に合わせて適用の予定であるが、本判
決は影響を受けている可能性がある。

　二　労契法 20条の解釈
　判決の要旨では省略したが、本判決は労契法
20 条の解釈につき最高裁二判決を参照した。す
なわち、労契法 20 条は、有期契約労働者と無期
契約労働者との労働条件の相違は、職務の内容、
当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事
情（以下「職務の内容等」という）を考慮して、不
合理と認められるものであってはならないとする
ものであり、職務の内容等の違いに応じた均衡の
とれた処遇を求める規定であること、同条の「期
間の定めがあることにより」とは、有期契約労働
者と無期契約労働者との労働条件の相違が期間の
定めの有無に関連して生じたものであること、同
条の「不合理と認められるもの」は、有期契約労
働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合
理であると評価することができるものであること
をいうこと、不合理であるとの評価を基礎づける
事実については同条違反を主張する者が、評価を
妨げる事実については同条違反を争う者が主張立
証責任を負うこと、不合理性の判断の「その他の
事情」は労働者の職務内容及び変更範囲に関連す
る事情に限定されるものでないことを述べ、最高
裁二判決の基本的な考え方を踏まえて判断を行う
ことを示した。
　最高裁二判決は本件第一審のように、有期契約
労働者の労働条件が法的に否認すべき程に不公正
に低いものであることを求めず、不合理であると
評価することができるものであるかで判断すると
した。本件第一審よりも不合理と判断される場面
が広くなる。本判決が最高裁二判決に従ったこと
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は、具体的な不合理性の判断に大きく影響した。

　三　比較対象者
　本判決も第一審も、比較対象者となる無期契約
労働者を正職員全体とした。Ｘは正職員の教室事
務員と比較対照されるべきと主張したが、第一審
は正職員の教室事務員の配置転換可能性を指摘
し、Ｙの正職員全体を比較対象者とすべきとした。
本判決はさらに、労契法 20 条が「同一の使用者
と……労働契約を締結している労働者」と定めて
いる２）ことから、また、正職員の労働条件が単
一の就業規則をもって定められていることから、
正職員全体を比較対象者と位置づけた。
　最高裁二判決は、比較対象者について論じてい
ない。下級審には、比較対象者を限定するもの
がある。メトロコマース事件（東京高判平 31・2・
20 労判 1198 号 5 頁）は、正社員全体ではなく売
店業務に従事している正社員を比較対象者とした
が、同事件では関連会社再編の経緯や登用制度に
より専ら売店業務のみに従事している正社員がい
たとの事情があった。このように、人事制度や雇
用管理上、無期契約労働者の一部の者が明確に分
けられており、それらの者と有期契約労働者が同
一の職務に従事しているときは、両者の間の労働
条件の相違を検討するのが適切である。しかし、
そのような事情がない本件においては、比較対象
者は正職員全体と理解される。教室事務員として
の職務に共通する部分があるが、そのことをもっ
て比較対象者を限定することは適切でない。

　四　賞与について
　１　長澤運輸事件最高裁判決
　最高裁二判決のうち、ハマキョウレックス事件
は賞与について判断していない。長澤運輸事件で
は正社員への賞与が基本給の 5か月分で、嘱託
乗務員には賞与を支給しないという労働条件の相
違があったが、最高裁は不合理性を否定した。
　最高裁は一般論として、不合理性判断は賃金の
総額を比較することのみによるのでなく、当該賃
金項目の趣旨を個別に考慮して判断すべきとの立
場を示した。ところが具体的判断において最高裁
は、賞与は多様な趣旨を含みうるものと述べるに
とどまり、本件事案の賞与の趣旨を明確にしてい
ない。そして、嘱託乗務員の定年退職時の退職金
や、老齢厚生年金、調整給の支給、年収が定年退

職前の約 79％の程度となることが想定され、収
入の安定に配慮した工夫された賃金体系が取られ
ていることを総合考慮して、賞与の不支給という
労働条件の相違が不合理であると評価することは
できないとした。賃金項目の趣旨が一つに定まら
ないような場合、その趣旨をさらに探るのでなく、
他の要素や当該事案の賃金体系をも考慮して判断
することが許されているといえる。また、すでに
支払われた退職金や、使用者が支給するわけでな
い老齢厚生年金も総合考慮の要素となりうる。最
高裁がこのように判断したのは、長澤運輸事件が
定年退職後再雇用者の事案であったことが影響し
ている。この点には留意する必要があるものの、
最高裁は「使用者は、雇用及び人事に関する経営
判断の観点から、労働者の職務内容及び変更範囲
にとどまらない様々な事情を考慮して、労働者の
賃金に関する労働条件を検討するもの」とか、「労
働者の賃金に関する労働条件の在り方について
は、基本的には、団体交渉等による労使自治に委
ねられるべき部分が大きい」と述べており、使用
者の経営判断を一定程度尊重し、労使自治を重視
する立場を示していた。
　２　最高裁二判決後の下級審（高裁）判決
　最高裁二判決後も、賞与の相違は労契法 20 条
に違反しないとの判決が高裁で続いている。
　日本郵便（時給制契約社員ら）事件（東京高判平
30・12・13 労判 1198 号 45 頁）では、一部の相違
について違法を認めたが、夏期年末手当の支給額
の相違の不合理性は否定した。使用者の経営判断
と労使交渉に言及しており、長澤運輸事件最高裁
判決に共通する。日本郵便（非正規格差）事件（大
阪高判平 31・1・24 労判 1197 号 5 頁）は、賞与が
基本給に密接に関連するとして、基本給の設定と
同様に労使交渉を尊重すべきであり、使用者の人
事政策上の裁量の及ぶ事項であることを指摘し
た、第一審の判断を維持した。前掲メトロコマー
ス事件も、退職金等の相違について違法を認めた
が、賞与の支給額の相違の不合理性は否定した。
その論拠として、長期雇用を前提とする正社員に
ついての有為な人材の獲得・定着、経営判断に基
づく一定の裁量、支給可能な賃金総額の配分とい
う制約等を指摘する。井関松山ファクトリー事件
（高松高判令元・7・8 公刊物未登載）、井関松山製
造所事件（高松高判令元・7・8公刊物未登載）でも、
賞与の相違が労契法 20 条に違反しないとされて
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いる。
　３　本判決の検討
　本判決も、長澤運輸事件最高裁判決と同様に、
賞与が多様な趣旨を含みうるとした。最高裁と異
なるのは、賞与の支給額がどのように決定されて
いるかに着目し、そこから本件賞与の趣旨を解明
しようとした点である。
　本件賞与は、使用者側の業績や各労働者の成績
と連動せず、基本給のみと連動し、「基本給の所
定月数＋定額」で支払われていた。このことから
本判決は、正職員として在籍し、「賞与算定期間
に就労していたことそれ自体に対する対価として
の性質を有するものというほかない」とする。そ
して、そこには、賞与算定期間における一律の功
労の趣旨も含まれるとみるのが相当である、とす
る。以下、この点を中心に本判決を検討する。
　本判決は、本件賞与に、在籍・就労していたこ
との対価としての性質があるとする。たしかにそ
のような理解も可能であるが、在籍・就労者に基
本給に連動した賞与を支払うことが、なぜ対価と
しての性質と言い切れるのか不明である。出費を
要する夏期冬期に生活費補助目的で支払うことも
考えられるし、基本給とは別にまとまった金額を
支給することは労働者の意欲向上にもつながると
考えられるからである。
　次に、本判決は賞与算定期間における一律の功
労の趣旨も含まれるとみるのが相当であるとす
る。上記評者のような指摘があることを踏まえて、
対価の性質と功労の趣旨があるとの趣旨であるの
か、あるいは定額部分を指して「一律の功労」と
述べているのか不明である。この点は、賞与算定
期間に休業・休職していた者の賞与がどのように
決定されたかが分かれば、解明できるであろう。
　本判決は、「正職員として」賞与算定期間に在籍・
就労していたことゆえに賞与を支払うということ
を一般化するが、疑問である。使用者が経営判断
として、また有為な人材の定着のために「正職員
に」賞与を支払う判断を行ったと考える余地はあ
る。しかし本判決は、長澤運輸事件最高裁判決や
その後の高裁判決が示した（前述１、２）、使用者
の経営判断や労使自治、有為な人材の獲得・定着
といった判断を採らない。本判決は年齢や在職年
数に連動していないことから、賞与の趣旨が長期
雇用への期待であるというＹの主張に疑問を呈す
るが、基本給と連動しているならば賞与が年々増

加することが考えられるし、賞与が一切払われな
い場合と比較すれば、長期雇用への期待という趣
旨も認められうる。Ｙには、アルバイトから契約
職員、契約職員から正職員への登用試験があり、
賞与の相違は登用インセンティブともなりうるで
あろう。登用可能性についてはより考慮する必要
があったと考える。
　また、もし仮に本件賞与が対価の後払いであれ
ば、年収として支払われるはずの賃金を 16.6 か
月（12 か月＋賞与の 4.6 か月）で割った額が毎月
支払われていたとも考えられる。仮にそうであれ
ば、賃金と賞与をそれぞれ検討するのでなく、一
体的に検討すべきであった。そして時給制をとっ
ているアルバイト職員についても「後払い」が必
要であったか（予め少ない額を支払っていたか）を、
確認する必要がある。なお、同一労働同一賃金ガ
イドラインは、問題例として、「賞与について、
会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給して
いるＡ社においては、通常の労働者には職務の内
容や会社の業績等への貢献等にかかわらず全員に
何らかの賞与を支給しているが、短期・有期雇用
労働者には支給していない」場合をあげる。しか
し、賞与の代わりに別の手当を支給することや、
賞与を基本給に組み込むことも考えられ、不支給
であるとの相違が直ちに違法になるものではない
と考える（たとえば無期契約労働者には毎月の給与
に加え年 2回の賞与を支払い、有期契約労働者には
賞与や退職金込みの年俸制で処遇するという方法が
考えうる）。
　最後に、本判決は賞与額として 6割を認める
という割合的手法を採用したが、これが一般化で
きるかは疑問である。職務内容の近似性、所定労
働時間数（本件では正職員と同じであった）、勤続
年数等の事情から、慎重に判断されるべきと考え
る。

●――注
１）本判決を検討したものとして、野川忍・WLJ 判例コラ
ム特報 161 号、水町勇一郎・ジュリ 1530 号（2019 年）
4頁以下、沼田雅之・労旬 1938 号（2019 年）6頁以下、
谷真介・労旬 1938 号（2019 年）29 頁以下。

２）それに対して、パートタイム労働法 8条は「当該事業
所に雇用される通常の労働者」とする。
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